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第６章 景観形成の推進に向けた事項 

６－１ 景観形成の推進方針 
 

（１）景観の魅力を読み解き内外へと発信する 

 

ⅰ）地域の景観資源を保全し観光資源として活用する 

 

ⅱ）景観資源を収集し景観づくりに積極的に活用する 

 

 

（２）景観の向上につながる協働のまちづくりを推進する 

 

ⅰ）景観に対する意識を高める 

 

ⅱ）市民や事業者による景観づくりの取組を支援する 

 

ⅲ）総合的な景観施策を推進する 
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６－２ 景観形成の主体と体制 

１．景観形成の主体と責務 

 

（１）市の責務 

 

 

（２）市民の責務 

 

 

（３）事業者の責務 
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２．景観形成の推進体制 

（１）景観行政の推進体制の整備 

 

 

（２）景観形成に関する各種組織の設置 

ⅰ）田辺市景観審議会 

 

【景観審議会－田辺市景観条例】 

第３１条 良好な景観の形成に関する重要な事項について、市長の諮問に応じて調査審議するため、田辺市

景観審議会（以下「審議会」という。）を置く。 

２ 審議会は、良好な景観の形成に関する重要な事項について、市長に意見を述べることができる。 
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ⅱ）景観協議会 

 

【景観協議会－景観法】 

第十五条 景観計画区域における良好な景観の形成を図るために必要な協議を行うため、景観行政団体、景

観計画に定められた景観重要公共施設の管理者及び第九十二条第一項の規定により指定された景観整備

機構（当該景観行政団体が都道府県であるときは関係市町村を、当該景観計画区域に国立公園又は国定公

園の区域が含まれるときは国立公園等管理者を含む。以下この項において「景観行政団体等」という。）

は、景観協議会（以下この条において「協議会」という。）を組織することができる。この場合において、

景観行政団体等は、必要と認めるときは、協議会に、関係行政機関及び観光関係団体、商工関係団体、農

林漁業団体、電気事業、電気通信事業、鉄道事業等の公益事業を営む者、住民その他良好な景観の形成の

促進のための活動を行う者を加えることができる。 

２ 協議会は、必要があると認めるときは、その構成員以外の関係行政機関及び事業者に対し、意見の表明、

説明その他の必要な協力を求めることができる。 

３ 第一項前段の協議を行うための会議において協議がととのった事項については、協議会の構成員は、そ

の協議の結果を尊重しなければならない。 

４ 前三項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。 

 

ⅲ）景観整備機構 

 

【景観整備機構－景観法】 

第九十二条 景観行政団体の長は、一般社団法人若しくは一般財団法人又は特定非営利活動促進法第二条

第二項の特定非営利活動法人であって、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認めら

れるものを、その申請により、景観整備機構（以下「機構」という。）として指定することができる。 

２ 景観行政団体の長は、前項の規定による指定をしたときは、当該機構の名称、住所及び事務所の所在地

を公示しなければならない。 

３ 機構は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を景観行

政団体の長に届け出なければならない。 

４ 景観行政団体の長は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を公示しなければな

らない。 
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６－３ 景観まちづくりの取組み 

１． 景観まちづくりの推進方策 

（１）景観計画の策定・見直し 

 

 

（２）住民提案型景観形成地域 

 

【住民提案型景観形成地域－田辺市景観条例】 

第８条 景観計画の区域のうち、規則で定める規模以上の一団の土地の区域について、当該土地の所有権又

は建物の所有を目的とする対抗要件を備えた地上権若しくは賃借権（臨時設備その他一時使用のために設

定されたことが明らかなものを除く。以下「借地権」という。）を有する者（以下「土地所有者等」とい

う。）は、１人で、又は数人が共同して、市に対し、当該土地の区域を景観計画に住民提案型景観形成地

域として定める旨を提案することができる。この場合においては、当該提案に係る区域その他の規則で定

める事項を記載した書面を添えなければならない。 

２ まちづくりの推進を図る活動を行うことを目的とする特定非営利活動促進法（平成16年法律第７号）第

２条第２項に規定する特定非営利活動法人又は一般社団法人若しくは一般財団法人は、前項に規定する土

地の区域について、市に対し、景観計画に住民提案型景観形成地域として定める旨を提案することができ

る。同項後段の規定は、この場合について準用する。 

３ 前２項の規定による提案（以下「地域提案」という。）は、当該地域提案の対象となる土地（国又は地

方公共団体の所有している土地で法第７条第４項に規定する公共施設（第16条第１項において「公共施

設」という。）の用に供されているものを除く。以下この項において同じ。）の区域内の土地所有者等の３

分の１以上の同意（同意した者が所有するその区域内の土地の地積と同意した者が有する借地権の目的と

なっているその区域内の土地の地積との合計が、その区域内の土地の総地積と借地権の目的となっている

土地の総地積との合計の３分の１以上となる場合に限る。）を得ているものであり、かつ、当該地域提案

の内容が当該土地の区域において景観計画に定められた行為の制限を付加するものである場合に、規則で

定めるところにより、行うものとする。 
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２．景観形成の推進に向けた関係法令との連携 

 

（１）建築基準法及び都市計画法 

 

【景観地区に関する都市計画－景観法】 

第六十一条 市町村は、都市計画区域又は準都市計画区域内の土地の区域については、市街地の良好な景観

の形成を図るため、都市計画に、景観地区を定めることができる。 

２ 景観地区に関する都市計画には、都市計画法第八条第三項第一号及び第三号に掲げる事項のほか、第一

号に掲げる事項を定めるとともに、第二号から第四号までに掲げる事項のうち必要なものを定めるものと

する。この場合において、これらに相当する事項が定められた景観計画に係る景観計画区域内において

は、当該都市計画は、当該景観計画による良好な景観の形成に支障がないように定めるものとする。 

一 建築物の形態意匠の制限 

二 建築物の高さの最高限度又は最低限度 

三 壁面の位置の制限 

四 建築物の敷地面積の最低限度 

 

 

(２) 建築物等の外観の維持保全及び景観支障状態の制限に関する条例 
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（３）田辺市歴史文化的景観保全条例 
 

                                  平成17年5月1日条例第199号 

                               改正 平成22年3月31日条例第8号 

                                  平成24年3月30日条例第11号 

   田辺市歴史文化的景観保全条例 

 

 （目的） 

第１条 この条例は、我々の祖先がのこしてきた貴重な文化遺産とそれを取り巻く優れた景観を保全する

ために必要な事項を定め、これらを後世に継承することを目的とする。 

 （市の責務） 

第２条 市は、この条例の目的を達成するための基本的かつ総合的な施策を策定し、これを実施するもの

とする。 

 （市民及び事業者の責務） 

第３条 市民及び事業者は、自ら進んで景観保全に努め、市が実施する景観の保全に関する施策に協力し

なければならない。 

 （景観保全地区の指定） 

第４条 市長は、次の各号のいずれかに該当する地域のうち、特に市民に親しまれ、かつ、市民の誇りとな

る景観を有する地区を景観保全地区（以下「保全地区」という。）として指定することができる。 

(１) 文化財保護法（昭和25年法律第214号。以下「法」という。）の規定により指定された重要文化財又

は史跡、名勝若しくは天然記念物（土地又は土地に定着したものに限る。）を有する地域 

(２) 歴史的な意義を有する街並み又は文化施設の背景となり一体となった豊かな自然を有する地域 

(３) 計画的に景観保全を図る必要があると市長が認める地域 

(４) 前３号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める地域 

２ 前項に定めるもののほか、景観保全地区の告示及び指定に関し必要な事項は、規則で定める。 

 （行為の許可） 

第５条 保全地区において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為並びに通常の管理行為、軽易な行為及びその

他の行為であって、規則で定めるものについては、この限りでない。 

(１) 建築物その他の工作物（広告物その他これに類するもの（以下「広告物等」という。）を除く。）の

新築、増築、改築又は外観の色彩の変更 

(２) 広告物等の設置又は形態若しくは外観の色彩の変更 

(３) 土地の形状の変更 

(４) 鉱物の掘採又は土石の採取 

(５) 水面の埋立て 

(６) 木竹の伐採 

２ 市長は、前項各号に掲げる行為で規則で定める基準に適合しないものについては、同項の許可をして

はならない。 

３ 市長は、第1項の許可に必要な条件を付することができる。 

４ 市長は、第1項の許可をする場合には、必要に応じ、田辺市景観保全審議会の意見を聴くことができる。 

５ 保全地区が指定され、又はその区域が拡張されたときに、当該保全地区内において第1項各号のいずれ

かに掲げる行為に着手している者は、同項の規定にかかわらず、引き続きその行為をすることができる。 

（国の機関等に関する特例） 

第６条 前条第1項の規定は、国又は他の地方公共団体の機関（以下「国の機関等」という。）が行う行為に

ついては、適用しない。この場合において、当該国の機関等は、その行為を行おうとするときは、あらか

じめ市長と協議しなければならない。 
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 （適用除外） 

第７条 次に掲げる場合には、第5条第1項の許可に係る申請又は前条の規定による協議を要しないものと

する。 

(１) 法第43条若しくは第125条又は和歌山県文化財保護条例（昭和31年和歌山県条例第40号。以下「県

条例」という。）第12条の規定により、現状変更の許可を必要とされる行為であって、文化庁長官又は

和歌山県教育委員会の許可を得たもの 

(２) 法第43条の２若しくは第127条又は県条例第11条第７号の規定により行う修理若しくは復旧 

(３) 法第168条第1項第1号又は第2項の規定により文化庁長官の同意を必要とされる国の機関が行う行

為であって、当該同意を得たもの 

(４) 文化庁又は和歌山県教育委員会の所管する補助金の交付を受けて実施する文化財の保存に関する

事業 

(５) 森林法（昭和26年法律第249号）において定める森林経営計画の認定を受けた木竹の伐採であって、

当該森林経営計画の計画内容に基づくもの 

(６) 国有林野施業実施計画にのっとった木竹の伐採 

(７) 自然公園法（昭和32年法律第161号）第10条の規定により国立公園事業として行われる行為 

(８) 自然公園法第20条第3項の規定により許可を必要とされる行為であって、環境大臣又は和歌山県知

事の許可を得たもの 

(９) 自然公園法第68条の規定により協議を必要とされる国の機関が行う行為であって当該協議が整っ

たもの 

 （審議会の設置） 

第８条 市長の諮問に応じ景観保全に関する事項を調査審議するため、田辺市景観保全審議会（以下「審

議会」という。）を置く。 

２ 審議会は、景観保全に関し必要と認める事項について市長に意見を述べることができる。 

 （審議会の組織及び運営） 

第９条 審議会は、委員15人以内で組織し、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。 

(１) 市民の代表者 

(２) 学識経験者 

(３) 市の職員 

(４) 前３号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者 

２ 前項に定めるもののほか、委員の任期並びに審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定め

る。 

 （勧告及び公表） 

第10条 市長は、第5条第1項の許可を受けず、又は虚偽の申請により、景観を阻害する行為を行った者に

対し、その行為の中止その他必要な措置をとることを勧告することができる。 

２ 市長は、正当な理由なく前項の規定による勧告に従わない者については、その事実を公表することが

できる。 

 （委任） 

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

   附 則 

１ この条例は、平成17年５月１日から施行する。 

２ この条例の施行の日の前日までに、合併前の中辺路町歴史文化的景観保全条例（平成14年中辺路町条

例第24号）又は本宮町景観保全条例（平成14年本宮町条例第29号）の規定によりなされた処分、手続そ

の他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。 

 

   附 則（平成22年３月31日条例第８号） 

 この条例は、平成22年４月１日から施行する。 

   附 則（平成24年３月30日条例第11号） 

 この条例は、平成24年４月１日から施行する。 
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３．たなべ景観づくり協定 

 

【たなべ景観づくり協定－田辺市景観条例】 

第１６条 おおむね一団の土地（公共施設の用に供する土地を除く。）の区域内の土地所有者等並びに当該

おおむね一団の土地における良好な景観の形成のための活動（以下「景観づくり」という。）を行う者及

び行おうとする者（以下「景観づくり従事者」と総称する。）は、その全員の合意により、景観づくりに

関する協定を締結し、当該協定について市長の認定を受けることができる。ただし、当該おおむね一団の

土地の区域内に借地権の目的となっている土地がある場合においては、当該借地権の目的となっている土

地の所有者の合意を要しない。 

２ 前項の協定には、次に掲げる事項を定めるものとする。 

(１) 協定の目的となる土地の区域（以下「協定区域」という。） 

(２) 景観づくりのための次に掲げる事項のうち、必要なもの 

ア 建築物（建築基準法（昭和25年法律第201号）第２条第１号に規定する建築物をいう。以下同じ。）

の形態又は色彩その他の意匠（以下「形態意匠」という。）に関する基準 

イ 建築物の敷地、位置、規模、構造、用途又は建築設備（建築基準法第２条第３号に規定する建築設

備をいう。）に関する基準 

ウ 工作物（建築物及び屋外広告物（屋外広告物法（昭和24年法律第189号）第２条第１項に規定する

屋外広告物をいう。以下この号において同じ。）を掲出する物件を除く。以下この条において同じ。）

の位置、規模、構造、用途又は形態意匠に関する基準 

エ 建築物又は工作物の維持保全又は利用に関する事項 

オ 樹林地、草地等の保全又は緑化に関する事項 

カ 屋外広告物の表示又は屋外広告物を掲出する物件の設置に関する基準 

キ 農用地（農業振興地域の整備に関する法律（昭和44年法律第58号）第３条第１号に規定する農用

地をいう。）の保全又は利用に関する事項 

ク その他景観づくりに関する事項 

(３) 協定の有効期間 

３ 第１項の協定には、前項各号に掲げるもののほか、協定区域に隣接した土地であって、協定区域の一部

とすることにより一体的な景観づくりに資するものとして協定区域の土地となることを当該協定区域内

の景観づくり従事者が希望するもの（以下「景観づくり区域」という。）を定めることができる。 

４ 第１項の認定を受けようとする景観づくり従事者は、地域住民に説明を行った上で、規則で定めるとこ

ろにより、市長に申請しなければならない。 

５ 市長は、前項の規定による申請のあった協定が次に掲げる要件のいずれにも該当すると認めるときは、

その協定を認定するものとする。 

(１) 法令の規定に違反するものではないこと。 

(２) 土地、建築物又は工作物の利用を不当に制限するものではないこと。 

(３) 前２号に掲げるもののほか、規則で定める基準に適合するものであること。 

６ 市長は、第１項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を公表するものとする。 

 


